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議事日程

門真市教育委員会第 10回定例会
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会議録署名委員の指名

　　

件　　　　　　　　　　　名

本 館 ２ 階 大 会 議 室

諸報告

会期の決定

門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定管理者の
指定の申出について

委員長の選挙

委員長職務代理者の指名

門真市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任
用、勤務条件等に関する条例施行規則の制定について

門真市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について

門真市立図書館条例施行規則の一部改正について
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議案第29号 

 

門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定管理者の指 

定の申出について 

 

 門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定管理者の指定について、次のと

おり門真市長に申し出るにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

  平成25年10月25日 提出 

 

                    門真市教育委員会教育長 三宅 奎介   

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館 

２ 指定管理者となる団体 

  大阪市西区南堀江２－17－９ 

  特定非営利活動法人トイボックス 

  代表理事 栗田 智子 

３ 指定する期間 

  平成26年４月１日から平成31年３月31日まで 
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指定管理者の指定について 

「門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定管理者の指定について」 

 

 

⑴ 選定結果 

  ① 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

    門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館 

② 指定管理者の候補者に選定する団体 

    特定非営利活動法人トイボックス 

③ 指定する期間 

    平成26年４月１日から平成31年３月31日までの５年間 

   

⑵ 募集状況 

募集要項配布期間 平成25年６月３日（月）～６月28日（金） 

現地説明会日程及び

参加団体数 
平成25年７月２日（火） 29団体 

申請受付期間及び 

申請団体数 

平成25年８月１日（木）～８月９日（金） ６団体 

※申請団体名（申請順） 

株式会社ハートス 

株式会社大阪共立  

株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ  

特定非営利活動法人トイボックス  

門真みらい創造プロジェクト  

よしもとクリエイティブ・エージェンシーグループ  
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⑶ 選定委員会 

  ① 選定委員会委員構成 

委員区分 職 名 氏 名 

委 員 長 大阪樟蔭女子大学学芸学部教授  萩原 雅也 

副委員長 大阪国際大学短期大学部教授 朝倉 洋 

委  員 摂南大学理工学部教授 岩田 三千子 

委  員 公認会計士 柳原 健治 

委  員 門真市教育委員会事務局生涯学習部次長 山田 益夫 

 

② 選定委員会開催日程と主な内容 

   第１回 平成25年８月20日（火） 

１ 委員長・副委員長の選出  

２ 会議の公開・非公開について 

３ 会議録について 

４ 募集要項等について 

５ 第１次審査の方法について 

６ 第１次審査（書類審査） 

７ 審査結果報告 

    

第２回 平成25年９月12日（木） 

１ 第２次審査の方法などについて 

２ 第２次審査（プレゼンテーション審査） 

３ 審査結果報告 

４ 総合評価 
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⑷ 選定基準 

  ① 第１次審査 

 選定基準 評価項目 配点 

１ 

利用者の平等

な利用が確保

されるか 

施設を管理運営する際の方針等 

10点 

平等な利用を図るための具体的な手法 

２ 

施設の効用を

最大限に発揮

させるもので

あるか 

利用者の増加を図るための具体的手法 

40点 

サービスの向上を図るための具体的手法 

施設・設備の維持管理及び改修・整備について

の提案 

防犯、防災及び緊急時の取組み 

３ 

管理経費の縮

減が図られる

ものであるか 

指定管理料の額 

40点 

指定管理料の縮減を図るための具体的方策 

４ 

施設の管理を

安定して行う

物的能力及び

人的能力を有

しているか 

人員配置及び外注計画などの組織体制 

40点 

職員の雇用確保の方策と労働条件 

職員の指導育成、研修体制 

類似施設の管理運営に関する実績 

申請団体の経営状況 

５ 

その他教育委

員会が必要と

認める基準を

満たすもので

あるか 

社会的要請に応えた体制・活動内容 

70点 

市民の交流と文化の向上に寄与する事業の提

案 

子どもたちが文化芸術に触れられる環境づく

り 

文化芸術情報の収集及び発信方法 

合計 200点 
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② 第２次審査 

 評価項目 配点 

１ プレゼンテーション 30点 

２ 市の文化芸術振興における指定管理者の役割の認識 

各10点  

３ 職員研修に対する考え方 

４ 施設設備の老朽化に伴う修繕の実施及び市への提案 

５ 年間収支が赤字となった場合の対応 

６ 
子どもたちがいきいきと暮らし、成長していける環境づく

りの推進に寄与できる自主事業の内容 

７ 自由質問 20点 

合 計 100点 

 

⑸ 審査結果及び選定結果 

  ① 第１次審査結果 

   申請団体から提出された申請書類に対して審査を行い、５人の委員の合計

得点の上位３団体を第１次審査通過とした。 

順位 団 体 名 得点（960点満点） 

１ 門真みらい創造プロジェクト 
866点 

（第１次審査通過） 

２ 特定非営利活動法人トイボックス 
786点 

（第１次審査通過） 

３ 株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ 
777点 

（第１次審査通過） 

４ よしもとクリエイティブ・エージェンシーグループ  
763点 

（不選定） 

５ 株式会社大阪共立 
735点 

（不選定） 

６ 株式会社ハートス 
641点 

（不選定） 

※第１次審査の選定基準４のうち「申請団体の経営状況」（10点）の評価項

目については、公認会計士の職につく委員のみが採点することとしたため、

５人の委員の合計得点の満点は960点となった。 
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  ② 第２次審査結果 

順位 団 体 名 得点（500点満点） 

１ 特定非営利活動法人トイボックス 421点 

２ 門真みらい創造プロジェクト 306点 

３ 株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ 251点 

    

 

  ③ 第１次審査結果及び第２次審査結果の総合得点 

順 位 団 体 名 得点（1460点満点） 

１ 特定非営利活動法人トイボックス 1207点 

２ 門真みらい創造プロジェクト 1172点 

３ 株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ 1028点 

 

  ④ 指定管理者の候補者及び次席の候補者 

第１次審査及び第２次審査の結果を踏まえ、総合的に審査した結果、特

に市民との協働を進める手法や事業の具体性、本市の文化振興に積極的に寄

与しようとする市民に寄り添った施設運営の提案が他の申請団体よりも優

れていると判断したため、次のとおり指定管理者の候補者を選定した。 

 

指定管理者の候補者 特定非営利活動法人トイボックス 

次 席 の 候 補 者 門真みらい創造プロジェクト 

 

 

 

 



7 

⑹ 指定管理料の額 

平成26年度 132,979千円 

平成27年度 132,310千円 

平成28年度 134,210千円 

平成29年度 134,210千円 

平成30年度 134,210千円 

合 計 667,919千円 
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議案第30号 

 

門真市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任 

用、勤務条件等に関する条例施行規則の制定について 

 

門真市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用、勤務条件等に関す

る条例施行規則を次のように制定するにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

  平成25年10月25日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 三宅 奎介 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 門真市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用、勤務条件等に関す

る条例（平成25年門真市条例第29号）の施行に関し必要な事項を定めるにつき、本案

を提出するものである。 
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門真市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用、勤務条 

件等に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、門真市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用、

勤務条件等に関する条例（平成25年門真市条例第29号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（市費負担教員の再度の任用） 

第２条 条例第３条ただし書の規定により、市費負担教員（条例第１条に規定する市

費負担教員をいう。以下同じ。）を再度、任用するときは、勤務実績、健康状態そ

の他任用に必要な事項の確認を行うものとする。 

２ 市費負担教員の通算の任用期間は、３年を超えることができない。ただし、任命

権者（条例第２条第１項に規定する任命権者をいう。以下同じ。）がその職務の遂

行上支障があると認めるときは、通算の任用期間を延長することができる。 

（号給の格付） 

第３条 条例第７条第３項の教育委員会規則で定める基準は、別表第１のとおりとす

る。ただし、その職務について有用な経験を有する等、任命権者が認める場合にお

いては、それより上位の号給とすることができる。 

（教員特殊業務手当） 

第４条 条例第９条第１項第３号の教育委員会規則で定める対外運動競技等は、児童

又は生徒の参加が学校により直接計画され、及び実施される運動競技等であって学

校教育活動として行われるものとする。 

２ 条例第９条第２項の表の右欄の教育委員会規則で定める場合は、災害対策基本法

（昭和36年法律第223号）第24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の

２の規定に基づく緊急災害対策本部が設置された非常災害の際に学校の管理下にお

いて行われる、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務に従事した場合

とする。 

（勤務時間の割振り及び休憩時間） 

第５条 市費負担教員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、別表第２のとお

りとする。 
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（正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第６条 条例第16条の教育委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。 

⑴ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

⑵ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

⑶ 職員会議（門真市教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。）

に関する業務 

⑷ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その

他やむを得ない場合に必要な業務 

（年次有給休暇） 

第７条 条例第18条第２項第２号の教育委員会規則で定める日数は、同号に掲げるも

のが新たに市費負担教員となった月に応じ、別表第３に掲げる日数とする。 

２ 年次有給休暇の期間は、４月１日から翌年の３月31日までとする。 

３ 条例第18条第４項の教育委員会規則で定める日数は、20日とする。 

４ 年次有給休暇の承認を受けようとする市費負担教員は、あらかじめ、別に定める

様式により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを

得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その理由を付して、事後に

おいて承認を求めることができる。 

５ 時間を単位として取得した年次有給休暇を日に換算するときは、７時間45分を 

もって１日とする。 

（病気休暇） 

第８条 病気休暇の期間は、90日を超えない範囲内においてその療養に必要な日又は

時間とする。 

２ 前条第４項及び第５項の規定は、病気休暇について準用する。 

３ 任命権者は、病気休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、

当該市費負担教員に対しその理由を確認できる証明書等の提出を求めることができ

る。 

（特別休暇） 

第９条 条例第20条第１項前段の教育委員会規則で定める市費負担教員は、任用期間

が２月を超える市費負担教員とする。 

２ 市費負担教員に与える特別休暇は、当分の間、有給の休暇のみとし、条例第20条 
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第１項前段の教育委員会規則で定める場合及び同項後段のその期間は、門真市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年門真市規則第24号）別表第２

の規定を準用する。 

３ 第７条第４項及び前条第３項の規定は、特別休暇について準用する。 

（介護休暇） 

第10条 条例第21条第１項前段の教育委員会規則で定める市費負担教員は、任用期間

が２月を超える市費負担教員とする。 

２ 条例第21条第１項前段の教育委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

⑴ 祖父母 

⑵ 孫 

⑶ 兄弟姉妹 

⑷ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号に

おいて同じ。）の祖父母 

⑸ 配偶者の兄弟姉妹 

３ 条例第21条第１項前段の教育委員会規則で定める期間は、２週間以上の期間とす

る。 

４ 条例第21条第１項後段の教育委員会規則で定める介護休暇の期間は、要介護者の

各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する180日（当該状

態となった日前において当該市費負担教員が当該要介護者について介護休暇を使用

したことがある場合にあっては、180日からその使用の状況を考慮して任命権者が定

める日数を差し引いた日数）の範囲内の期間とする。 

５ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業

の時刻まで連続した半日勤務時間の範囲内とする。 

６ 介護休暇の承認を受けようとする市費負担教員は、当該休暇の承認を受けようと

する期間の始まる日の前日から起算して７日前の日までに、介護休暇願に証明書類

等を添えて任命権者に提出することにより行わなければならない。 

７ 前項の場合において、第４項に規定する介護を必要とする一の継続する状態につ

いて初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、２週間以上の期間について一

括して請求しなければならない。 

８ 第７条第４項及び第８条第３項の規定は、介護休暇について準用する。 
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（細目） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

区分 号給 

博士課程修了 58号給 

修士課程修了及び専門職学位課程修了 40号給 

大学卒 28号給 

短大卒 18号給 
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別表第２（第５条関係） 

区分 勤務時間の割振り 休憩時間 

小学校 午前８時30分から午後５時まで

（休憩時間を除く。） 

午前11時から午後２時までの間に45

分 

中学校 午前８時15分から午後４時45分

まで（休憩時間を除く。） 

午前11時から午後２時までの間に45

分 

備考  

１ この表の勤務時間以外の時間において勤務させるときの休憩時間は、勤務２

時間ごとに15分とする。 

２ 休憩時間は、学校運営上必要があると認めるときは、一斉に与えないこと又

は他の時間に変えることができる。 
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別表第３（第７条関係） 

新たに市費

負担教員と

なった月  

４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月  １月  ２月  ３月  

日数  20日  18日  16日  15日  13日  11日  10日  ８日  ６日  ５日  ３日  １日  
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議案第31号 

 

門真市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について 

 

門真市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和62年門真市教育委員会規則第９号）

の一部を次のように改正するにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

平成25年10月25日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 三宅 奎介   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

 浜町幼稚園及び北巣本幼稚園の廃止、時間外教育及び通園バスの運行を実施するに

つき、本案を提出するものである。 
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門真市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

  

門真市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和62年門真市教育委員会規則第９号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第33条第１項並びに門真市立幼稚園条

例（昭和62年門真市条例第15号。以下「条

例」という。）第３条、第７条第２項及び

第13条の規定に基づき、門真市立幼稚園（以

下「幼稚園」という。）の管理運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第33条第１項並びに門真市立幼稚園条

例（昭和62年門真市条例第15号。以下「条

例」という。）第３条及び第12条の規定に

基づき、門真市立幼稚園（以下「幼稚園」

という。）の管理運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

  

（幼稚園の定員） （幼稚園の定員） 

第２条 幼稚園の定員は、次の表のとおりと

する。 

第２条 幼稚園の定員は、次の表のとおりと

する。 

 

名称 

定員   

名称 

定員  

 小学校就学前

２年の幼児 

小学校就学前

１年の幼児 

  小学校就学前

２年の幼児 

小学校就学前

１年の幼児 

 

 南幼稚園 略   浜町幼稚園 ― 70人  

 略   南幼稚園 略  

  北巣本幼稚

園 

― 35人  

  略  

  

第14条 略 第14条 略 

  

 （時間外教育の対象者）  （時間外教育の対象者） 

第14条の２ 時間外教育（条例第７条第１項

に規定する時間外教育をいう。以下同じ。）

の対象者は、幼稚園に在園する園児のうち、

保護者が時間外教育を利用することを希望

する園児とする。 

第14条の２ 時間外教育（条例第７条第１項

に規定する時間外教育をいう。以下同じ。）

の対象者は、幼稚園に在籍する園児のうち、

保護者が時間外教育を利用することを希望

する園児とする。 

  

 （時間外教育の定員）  （時間外教育の定員） 

第14条の３ 時間外教育の定員は、幼稚園１

園につき30人とする。ただし、委員会が特

別の理由があると認めた場合は、この限り

第14条の３ 時間外教育の定員は、幼稚園１

園につき30人とする。ただし、委員会が特

別の理由があると認めた場合は、この限り
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改正後 改正前 

でない。 でない。 

  

 （時間外教育の実施日及び実施時間）  （時間外教育の実施日及び実施時間） 

第14条の４ 時間外教育を実施する日は、次

に掲げる日以外の日とする。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日 

⑶ 第９条に規定する休業日 

第14条の４ 時間外教育を実施する日は、次

に掲げる日以外の日とする。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日 

⑶ 第９条に規定する休業日 

２ 時間外教育の教育時間は、次の表のとお

りとする。 

２ 時間外教育の教育時間は、次の表のとお

りとする。 

 区分 教育時間   区分 教育時間  

月曜日、火曜日、

木曜日及び金曜日 

午後２時から午後５時

まで 

月曜日、火曜日、

木曜日及び金曜日 

午後２時から午後５時

まで 

水曜日 午前11時30分から午後

５時まで 

水曜日 午前11時30分から午後

５時まで 

３ 前２項の規定に関わらず、委員会が特別

の理由があると認めるときは、時間外教育

の実施する日及び教育時間を変更すること

ができる。 

３ 前２項の規定に関わらず、委員会が特別

の理由があると認めるときは、時間外教育

の実施する日及び教育時間を変更すること

ができる。 

  

（時間外教育の利用の申請等） （時間外教育の利用の申請等） 

第14条の５ 時間外教育の利用を希望する園

児の保護者は、あらかじめ時間外教育年間

利用申請書（様式第２号の２）により、園

長を経由して委員会に申請しなければなら

ない。 

第14条の５ 時間外教育の利用を希望する園

児の保護者は、あらかじめ時間外教育年間

利用申請書（様式第２号の２）により、園

長を経由して委員会に申請しなければなら

ない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があつ

たときは、その内容を審査し、時間外教育

の利用の可否を決定するものとする。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があつ

たときは、その内容を審査し、時間外教育

の利用の可否を決定するものとする。 

３ 委員会は、前項の規定により、時間外教

育の利用を承認したときは、その旨を時間

外教育年間利用承認書（様式第２号の３）

により、当該園児の保護者に通知しなけれ

ばならない。 

３ 委員会は、前項の規定により、時間外教

育の利用を承認したときは、その旨を時間

外教育年間利用承認書（様式第２号の３）

により、当該園児の保護者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 前項の承認を受けた保護者が、１月又は

１日を単位として時間外教育を利用すると

きは、あらかじめ時間外教育利用届出書に

より、園長に届け出なければならない。 

４ 前項の承認を受けた保護者が、１月又は

１日を単位として時間外教育を利用すると

きは、あらかじめ時間外教育利用届出書に

より、園長に届け出なければならない。 

  

 （通園バスの申請等）  （通園バスの申請等） 
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改正後 改正前 

第14条の６ 通園バスの使用を希望する園児

の保護者は、あらかじめ通園バス使用申請

書（様式第２号の４）により、園長を経由

して委員会に申請しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があつ

たときは、その内容を審査し、通園バスの

使用の可否を決定するものとする。 

３ 委員会は、前項の規定により通園バスの

使用を許可したときは、当該園児の保護者

に通園バス使用許可書（様式第２号の５）

を交付しなければならない。 

第14条の５ 通園バスの使用を希望する園児

の保護者は、あらかじめ通園バス使用申請

書（様式第２号の４）により、園長を経由

して委員会に申請しなければならない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請があつ

たときは、その内容を審査し、通園バスの

使用の可否を決定するものとする。 

３ 委員会は、前項の規定により通園バスの

使用を許可したときは、当該園児の保護者

に通園バス使用許可書（様式第２号の５）

を交付しなければならない。 

  

 （通園バスの使用の休止等）  （通園バスの使用の休止等） 

第14条の７ 保護者は、園児が長期にわたり

通園バスを使用しないとき又は通園バスの

使用を止めるときは、通園バス使用（休止・

中止）届出書（様式第２号の６）により、

園長を経由して委員会に届け出なければな

らない。 

第14条の６ 保護者は、園児が長期にわたり

通園バスを使用しないとき又は通園バスの

使用を止めるときは、通園バス使用（休止・

中止）届出書（様式第２号の６）により、

園長を経由して委員会に届け出なければな

らない。 

  

（保育料等の納付） （保育料等の納付） 

第15条 入園料、保育料又は通園バス使用料

（以下「保育料等」という。）は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

日までに納付しなければならない。 

 ⑴ 入園料 入園の日から10日以内 

 ⑵ 保育料及び通園バス使用料 毎月10日。

ただし、４月分又は月の中途において入

園した場合若しくは通園バスの使用を開

始した場合については、委員会が別に定

める日 

２ 月の中途において入園し、又は退園する

場合の保育料は、当該月分の全額を納付し

なければならない。 

３ 前項の規定は、通園バス使用料について

準用する。 

 

第15条 入園料は、入園の日から10日以内に

納付しなければならない。 

２ 保育料は、毎月10日までに納付しなけれ

ばならない。ただし、月の中途において入

園し、又は退園する場合は、その都度園長

がその月分全額を徴収する。 

３ 園長は、保育料を納期限までに納付しな

い者があるときは、納付の督促をし、速や

かに完納させるよう努めなければならな

い。 

４ 園長は、入園及び保育料（以下「保育料

等」という。）を徴収したときは、速やか

に徴収明細書を作成し、委員会に払い込ま

なければならない。 

（時間外教育に係る利用料の納付） 

第15条の２ 時間外教育に係る利用料は、当

月分を翌月の20日までに納付しなければな

らない。 

（時間外教育に係る利用料の納付） 

第15条の２ 時間外教育に係る利用料は、当

月分を翌月の20日までに納付しなければな

らない。 
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改正後 改正前 

（督促） 

第15条の３ 園長は、保育料、時間外教育に

係る利用料又は通園バス使用料を納期限ま

でに納付しない者があるときは、納付の督

促をし、速やかに完納させるよう努めなけ

ればならない。 

 

 （督促） 

第15条の３ 園長は、保育料、時間外教育に

係る利用料及び通園バス使用料を納期限ま

でに納付しない者があるときは、納付の督

促をし、速やかに完納させるよう努めなけ

ればならない。 

 

 （保育料等の減免） （保育料等の減免） 

第16条 条例第11条に規定する事由により保

育料等を減額し、又は免除する場合の額は、

次に定めるところによる。 

第16条 条例第10条に規定する事由により保

育料等を減額し、又は免除する場合の額は、

次の各号に定めるところによる。 

⑴ 園児の属する世帯の所得の状況に応じ

て保育料等（通園バス使用料を除く。以

下この号及び別表において同じ。）を減

額し、又は免除する場合は、別表の区分

の欄の区分に応じ、それぞれ同表の保育

料等の減免額の欄に定める額とする。 

⑵～⑶ 略 

⑴ 園児の属する世帯の所得の状況に応じ

て保育料等（通園バス使用料を除く。以

下この号及び別表において同じ。）を減

額し、又は免除する場合は、別表の区分

の欄の区分に応じ、それぞれ同表の保育

料等の減免額の欄に定める額とする。 

⑵～⑶ 略 

 ⑷ 通園バスの使用状況に応じて通園バス

使用料を減額する場合（１月を単位とし

て通園バスを片道のみ使用するときに限

る。）は、通園バス使用料の半額とする。 

⑷ 通園バスの使用状況に応じて通園バス

使用料を減額する場合（１月を単位とし

て通園バスを片道のみ使用するときに限

る。）は、通園バス使用料の半額とする。 

 ⑸ 委員会が特別の理由があると認めたと

きは、委員会が必要と認める額とする。 

⑸ 委員会が特別の理由があると認めたと

きは、委員会が必要と認める額とする。 

２ 保育料等の減額又は免除を受けようとす

る保護者は、次の各号に掲げる場合に応じ、

それぞれ当該各号に定める書類に委員会が

指定する書類を添えて、園長を経由して委

員会に提出しなければならない。 

 ⑴～⑵ 略 

 ⑶ 前項第３号から第５号までによる保育

料等の減額又は免除の場合 保育料等減

免申請書（様式第４号） 

３ 園長は、前項第３号による申請書を受け

たとき（条例第11条第３号に規定する事由

によるものを除く。）は、意見書を添えて、

速やかに委員会に送付しなければならな

い。 

２ 保育料等の減額又は免除を受けようとす

る保護者は、次の各号に掲げる場合に応じ、

それぞれ当該各号に定める書類に委員会が

指定する書類を添えて、園長を経由して委

員会に提出しなければならない。 

 ⑴～⑵ 略 

 ⑶ 前項第３号による保育料等の減額又は

免除の場合 保育料等減免申請書（様式

第４号） 

３ 園長は、前項第３号による申請書を受け

たとき（条例第11条第３号に規定する事由

によるものを除く。）は、意見書を添えて、

速やかに委員会に送付しなければならな

い。 

４ 略 

 

４ 略 

（出席停止等） （出席停止及び強制退園） 
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改正後 改正前 

第18条 第18条 

１～２ 略 

３ 委員会は、正当な理由がなく保護者が時

間外教育に係る利用料又は通園バス使用料

を３月以上にわたり納付しないときは、当

該園児の時間外教育の利用又は通園バスの

使用を停止することができる。 

１～２ 略 

３ 委員会は、正当な理由がなく保護者が時

間外教育に係る利用料又は通園バス使用料

を３月以上にわたり納付しないときは、当

該園児の時間外教育の利用又は通園バスの

使用を停止することができる。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様

式により作成した用紙として使用することができる。 

３ 時間外教育の利用の承認、通園バスの使用の許可等の準備行為は、この規則の施行前

においても行うことができる。 
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改正後 
様式第１号（第４条関係） 

 

入 園 願 書 

年  月  日  

 門真市立  幼稚園長     様 

ふ り が な                

保護者氏名        ○印   

 次のとおり入園をお願いします。 

 ※整理番号 

※受 付 印     

 

ふ り が な 

幼 児 氏 名 
（男・女）  

生 年 月 日 
昭和
平成

  年  月  日生 
保護者との

続柄 

 

現  住  所 門真市                  （     方） 

 

自宅付近の略図 

 

 もよりの駅・公共 

 施設等目印となる 

 ものを含めて記入 

 してください。 

                            Ｎ 

 

通園に要する時間 

（お子達をもとにしてください。） 

 

時間  分   

連絡方法 

 （一番早く連絡できる方法をお書きください。） 

電話（自宅・
呼出し
勤務先

     ） 

備考 

 （注意）１ ※欄には記入しないでください。 

     ２ 記入は黒インク又は黒ボールペンを使用し、楷書でお書きください。 

     ３ 備考欄には入園を願い出るにあたつて保護者が特に必要と思われることがあれば記入し

てください。 
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改正前 
様式第１号（第４条関係） 

 

入 園 願 書 

年  月  日  

 門真市立  幼稚園長     殿 

ふ り が な                

保護者氏名        ○印   

 次のとおり入園をお願いします。 

 ※整理番号 

※受 付 印     

 

ふ り が な 

幼 児 氏 名 
（男・女）  

生 年 月 日 
昭和
平成

  年  月  日生 
保護者との

続柄 

 

現  住  所 門真市                  （     方） 

 

自宅付近の略図 

 

 もよりの駅・公共 

 施設等目印となる 

 ものを含めて記入 

 してください。 

                            Ｎ 

 

通園に要する時間 

（お子達をもとにしてください。） 

 

時間  分   

連絡方法 

 （一番早く連絡できる方法をお書きください。） 

電話（自宅・
呼出し
勤務先

     ） 

備考 

 （注意）１ ※欄には記入しないでください。 

     ２ 記入は黒インク又は黒ボールペンを使用し、楷書でお書きください。 

     ３ 備考欄には入園を願い出るにあたつて保護者が特に必要と思われることがあれば記入し

てください。 
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改正後 
様式第２号の２（第14条の５関係） 

 

 

時間外教育年間利用申請書 
 

年  月  日 

門真市教育委員会 様 

 

（申請者）保護者氏名          ○印   

 

 

 私は、門真市立   幼稚園において実施される   年度時間外教育に係る利用の申請をします。 

 

ふりがな  性別 

年  月  日生 
園児氏名 

 

男・女 

留意すべき 

事項 

（具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

迎えが家族以外

の人の場合 

住所 電話     －   － 

氏名 続柄 

緊急時の連絡先 

（※必ず日中に

連絡がとれる連

絡先をご記入く

ださい。） 

連絡先の名称 

電話     －   － 
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改正前 
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改正後 
様式第２号の３（第14条の５関係） 

 

 

 

時間外教育年間利用承認書 
 

 

 

年  月  日 

 

 

 様 

 

 

門真市教育委員会  印 

 

 

 

 

 

      年  月  日付け申請に対して、    年度の時間外教育の利用を 

承認します。 

 

 

 
〔注〕 時間外教育を利用する際は、別途時間外教育利用届出書の提出が必要です。 

    時間外教育の利用については、「時間外教育利用の手引」をご覧ください。 
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改正前 
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改正後 
様式第２号の４（第14条の６関係） 

 

 

通園バス使用申請書 

 

年  月  日 

 

門真市教育委員会 様 

 

 

住   所             

保護者氏名           ㊞ 

連 絡 先   （    ）  

   

 

下記の園児に通園バスを使用させたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 
 

ふりがな  

園 児 名  

幼稚園名 幼稚園（   歳児） 

使用期間 年    月   ～    年    月（８月を除く。） 

希望停留所  

緊急連絡先 

（※必ず日

中に連絡が

とれる連絡

先をご記入

ください。） 

１ 

氏名：             続柄： 

 

電話（自宅・勤務先・携帯）：    （    ） 

２ 

氏名：             続柄： 

 

電話（自宅・勤務先・携帯）：    （    ） 

３ 

氏名：             続柄： 

 

電話（自宅・勤務先・携帯）：    （    ） 
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改正前 
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改正後 
様式第２号の５（第14条の６関係） 

 

通園バス使用許可書 

 

保護者氏名  

園 児 名  

幼稚園名 幼稚園（   歳児） 

使用期間 年    月   ～    年    月（８月を除く。） 

使用停留所  

 

上記園児の通園バスの使用を許可します。 

 

 

年   月   日 

 

門真市教育委員会  □印  

 

 

１．自宅から指定されたバス停留所までの送迎は、保護者の責任で行ってください。 

 

２．指定されたバス停留所以外の場所では、乗降できません。 

 

３．時間外教育を利用したときは、保護者等が幼稚園に直接園児を迎えに来てください。 

 

４．バス使用料を３か月分滞納された場合は、バスの使用を停止させていただきます。 

 

５．その他、管理上必要な指示に従ってください。 
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改正前 
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改正後 
様式第２号の６（第14条の７関係） 

 

 

通園バス使用（休止・中止）届出書 

 

 

年  月  日 

 

 

門真市教育委員会 様 

 

 

住  所                

保護者名             ㊞ 

 

  

下記の理由により、通園バスの使用を（休止・中止）させていただきたくお願いいたします。 

 

 

記 
 

園児名  

幼稚園名 幼稚園（   歳児） 

休止期間 

（休止の場合のみ） 
年  月  日  ～    年  月  日 

休止又は中止の理由  
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改正前 
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改正後 

様式第３号の２（第16条関係） 

 

 

保 育 料 減 額 申 請 書                

 

年  月  日   

 

 

   門真市教育委員会 様 

 

 

保護者            

住 所            

氏 名          ○印  

 

  下記の理由により、保育料の減額を受けたいので、申請します。 

 

記 

 

幼 稚 園 名  組  

園 児 氏 名 男・女  

幼 稚 園 名  組  

園 児 氏 名 男・女  

幼 稚 園 名  組  

園 児 氏 名 男・女  

減 免 理 由  門真市立幼稚園に兄弟姉妹が在園しているため 
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改正前 

様式第３号の２（第16条関係） 

 

 

保 育 料 減 額 申 請 書                

 

年  月  日   

 

 

   門真市教育委員会 殿 

 

 

保護者            

住 所            

氏 名          ○印  

 

  下記の理由により、保育料の減額を受けたいので、申請します。 

 

記 

 

幼 稚 園 名  組  

園 児 氏 名 男・女  

幼 稚 園 名  組  

園 児 氏 名 男・女  

幼 稚 園 名  組  

園 児 氏 名 男・女  

減 免 理 由  門真市立幼稚園に兄弟姉妹が在園しているため 
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改正後 
様式第４号（第16条関係） 

 

 

保 育 料 等 減 免 申 請 書                

 

 

年  月  日   

 

 

   門真市教育委員会 様 

 

 

保護者            

住 所            

氏 名          ○印  

 

  下記の理由により、保育料等の減免を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

幼 稚 園 名 
 

組 
 

園 児 氏 名 男・女  

減 免 理 由 

１ 病気（別紙のとおり） 

 

２ 災害（別紙のとおり） 

 

３ １月を単位として通園バスを片道のみ使用 

 

４ その他特別な事情 

  （                        ） 
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改正前 
様式第４号（第16条関係） 

 

 

保 育 料 等 減 免 申 請 書                

 

 

年  月  日   

 

 

   門真市教育委員会 殿 

 

 

保護者            

住 所            

氏 名           ○印  

 

  下記の理由により、保育料等の減免を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

幼 稚 園 名 
 

組 
 

園 児 氏 名 男・女  

減 免 理 由 

１ 病気（別紙のとおり） 

 

２ 災害（別紙のとおり） 

 

３ １月を単位として通園バスを片道のみ使用 

 

３ その他特別な事情 

  （                        ） 
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改正後 
様式第５号（第16条関係） 

 

 

 

 

年  月  日   

 

 

 

         様 

 

 

 

門真市教育委員会 □印    

 

 

 

保 育 料 等 減 免 通 知 書                

 

 

 

     年度門真市立幼稚園保育料等減免について、下記のとおり決定しましたので通知いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

     減免額          円 

 

 

 

 〔注〕退園や他市へ転出された場合は、減免額がかわります。 

    市町村民税の更正等により減免額が変更されたり、取り消される場合があります。 
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改正前 
様式第５号（第16条関係） 

 

 

 

 

年  月  日   

 

 

 

         殿 

 

 

 

門真市教育委員会 □印    

 

 

 

保 育 料 等 減 免 通 知 書                

 

 

 

     年度門真市立幼稚園保育料等減免について、下記のとおり決定しましたので通知いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

     減免額          円 

 

 

 

 〔注〕退園や他市へ転出された場合は、減免額がかわります。 

    市町村民税の更正等により減免額が変更されたり、取り消される場合があります。 
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改正後 
様式第６号（第17条関係） 

 

 

 

休     園     願 

 

年  月  日  

 

 門真市立    幼稚園長 様 

 

保護者 住所 門真市           

 

                          氏名           ○印   

 

 

 下記理由のため、  年  月  日から   年  月  日まで休園させていただき

たくお願いします。 

 

記 

 

    園 児 氏 名                         

 

    組                      組 

 

理  由 
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改正前 
様式第６号（第17条関係） 

 

 

 

休     園     願 

 

年  月  日  

 

 門真市立    幼稚園長 殿 

 

保護者 住所 門真市           

 

                          氏名           ○印   

 

 

 下記理由のため、  年  月  日から   年  月  日まで休園させていただき

たくお願いします。 

 

記 

 

    園 児 氏 名                         

 

    組                      組 

 

理  由 
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改正後 
様式第７号（第17条関係） 

 

 

 

退     園     届 

 

年  月  日  

 

 門真市立    幼稚園長 様 

 

         保護者 住所     

氏名            ○印   

 

 

 下記理由のため、  年  月  日に退園いたしたくお届けします。 

 

 

記 

 

    園 児 氏 名                         

 

    組                      組 

 

理  由 
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改正前 
様式第７号（第17条関係） 

 

 

 

退     園     届 

 

年  月  日  

 

 門真市立    幼稚園長 殿 

 

         保護者 住所     

氏名            ○印   

 

 

 下記理由のため、  年  月  日に退園いたしたくお届けします。 

 

 

記 

 

    園 児 氏 名                         

 

    組                      組 

 

理  由 
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議案第32号 

 

門真市立図書館条例施行規則の一部改正について 

 

 門真市立図書館条例施行規則（昭和52年門真市教育委員会規則第１号）の一部を次

のように改正するにつき、教育委員会の議決を求める。 

 

平成25年10月25日 提出 

 

                   門真市教育委員会教育長 三宅 奎介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

図書館の利用の促進を図るため図書等の貸出冊数を10冊以内から15冊以内に変更す

るにつき、本案を提出するものである。 
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門真市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

  

門真市立図書館条例施行規則（昭和52年門真市教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改正後 改正前 

（貸出冊数） （貸出冊数） 

第８条 個人に対して貸し出すことのできる

図書等の冊数は、15冊以内とする。 

第８条 個人に対して貸し出すことのできる

図書等の冊数は、10冊以内とする。 

２～３ 略 ２～３ 略 

附 則 

 この規則は、平成26年１月１日から施行する。 



諸　報　告

番　号 報　　告　　事　　項 報　　告　　者

1
門真市立学校教職員人事基本方針及び平成26年度
門真市立学校教職員人事取扱要領について

上甲学校教育課参事

2 平成26年度門真市立幼稚園児の募集について 寺西学校教育課長

3
門真市教育委員会教育用ＰＣ管理運用要領の制定
について

岩佐教育センター長
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